
7月号 （ 8 ）

都西

藤大本

本

藤都西

大本

◇
申
請
に
必
要
な
も
の

①
一
般
旅
券
発
給
申
請
書
１
通　

本
庁
舎
市
民
生
活
課
、各
総
合
支
所

生
活
環
境
課
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

②
戸
籍
謄
本
又
は
抄
本
１
通　

発
行

の
日
か
ら
６
か
月
以
内
の
も
の
。
有

効
期
限
内
に
新
し
い
パ
ス
ポ
ー
ト
に
切

り
替
え
る
方
で
、氏
名
・
本
籍
等
に
変

更
が
無
い
方
は
原
則
と
し
て
省
略
で

き
ま
す
。（
有
効
中
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
）

③
写
真
１
枚　
６
か
月
以
内
に
撮
影

し
た
パ
ス
ポ
ー
ト
用
の
証
明
写
真
（
ふ

ち
な
し
、
正
面
向
き
、
無
帽
、
無
背

景
で
顔
が
は
っ
き
り
と
写
っ
て
い
る
も

の
。
カ
ラ
ー
コ
ン
タ
ク
ト
着
用
は
不
可
）

④
本
人
確
認
書
類
１
〜
２
点　

運
転

免
許
証
、
保
険
証
と
年
金
手
帳
な
ど

⑤
前
回
取
得
し
た
パ
ス
ポ
ー
ト

◇
申
請　

右
記
の
書
類
を
お
持
ち
の

う
え
、
窓
口
へ

申
請
受
付
後
、
旅
券
引
換
書
を

お
渡
し
し
ま
す
。
旅
券
引
換
書
は
、

パ
ス
ポ
ー
ト
の
交
付
の
際
に
必
要
で

す
。
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
交
付　

パ
ス
ポ
ー
ト
の
受
け
取
り

は
、
申
請
し
た
窓
口
に
な
り
ま
す
。

申
請
時
に
希
望
す
れ
ば
、
日
曜
日
に

県
庁
で
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す

が
、
申
請
後
は
変
更
で
き
ま
せ
ん
。

パ
ス
ポ
ー
ト
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、申
請
者
本
人
の
み
で
す
。（
訂

正
、
増
補
の
み
代
理
受
領
が
で
き
ま

す
）

（
申
請
か
ら
交
付
ま
で
の
日
数
）

○
本
庁
舎…

申
請
日
か
ら
土
日
祝
日

を
除
く
６
〜
７
日
目

○
各
総
合
支
所…

申
請
日
か
ら
土
日

祝
日
を
除
く
８
日
目

★
注
意
事
項

◎
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
の
受
付
は
、
住

民
登
録
の
あ
る
市
町
で
行
い
ま
す
。

他
市
町
で
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

◎
申
請
は
代
理
の
方
で
も
で
き
ま
す
。

本
人
申
請
と
方
法
が
一
部
異
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
問
合
先
へ

◎
次
に
該
当
す
る
申
請
は
、
午
後
５

時
ま
で
の
受
付
に
な
り
ま
す
。

○
紛
失
の
届
出

○
前
回
パ
ス
ポ
ー
ト
の
ロ
ー
マ
字
名
の

長
音
の
確
認
が
必
要
な
場
合

○
家
族
の
氏
の
ロ
ー
マ
字
名
の
確
認
が

必
要
な
場
合

○
そ
の
他
パ
ス
ポ
ー
ト
発
行
に
つ
い
て

確
認
が
必
要
な
場
合

◇
窓
口
・
問
合
先

※

市
に
受
付
窓
口
が
変
更
に
な
っ
た

た
め
、
県
下
都
賀
庁
舎
等
で
は
受

付
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。　

　
　

市
民
生
活
課　

☎
（21）
２
１
４
９

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（43）
９
２
０
９

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（62）
０
９
０
３

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（29）
１
１
０
２

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（92）
０
３
０
６

平
成
24
年
７
月
か
ら
平
成
25
年
６

月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

申
請
は
、
７
月
２
日
か
ら
受
付
を
開

始
し
ま
す
。

学
生
以
外
の
第
１
号
被
保
険
者

で
、
前
年
の
所
得
が
一
定
基
準
以
下

の
場
合
に
は
、
保
険
料
の
全
額
免
除
・

一
部
納
付
又
は
納
付
猶
予
（
30
歳

未
満
の
方
対
象
）
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

退
職
さ
れ
た
方
の
所
得
を
審
査
対

象
か
ら
除
外
す
る
退
職
特
例
免
除
の

制
度
も
あ
り
ま
す
。

◇
申
請
に
必
要
な
も
の

年
金
手
帳
・
印
鑑
・
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票（
退
職
さ
れ
た
方
）

※

代
理
申
請
の
場
合
に
は
代
理
人
の

免
許
証
等
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※

本
人
の
所
得
の
ほ
か
、世
帯
主
（
納

付
猶
予
は
除
く
）、
配
偶
者
の
所

得
も
審
査
対
象
と
な
り
ま
す
。

※

継
続
を
承
認
さ
れ
て
い
る
方
が
引

き
続
き
同
じ
免
除
申
請
を
希
望
す

る
場
合
に
は
手
続
き
は
不
要
で
す
。

◇
申
込
・
問
合
先

　
　

保
険
医
療
課  

☎
（21）
２
１
５
５

　
　

生
活
環
境
課  

☎
（43）
９
２
１
６

　
　

生
活
環
境
課  

☎
（62）
０
９
０
３

　
　

生
活
環
境
課  

☎
（29）
１
１
０
２

　
　

生
活
環
境
課  

☎
（92）
０
３
０
７

◇
対
象

○
敬
老
会
を
主
催
す
る
自
治
会
や
老

人
ク
ラ
ブ
、
市
長
が
認
め
た
介
護

施
設

○
複
数
の
自
治
会
等
で
合
同
開
催
す

る
敬
老
会
の
場
合
は
、
そ
の
代
表

と
な
る
組
織

※

同
一
地
域
で
、
自
治
会
と
老
人
ク

ラ
ブ
の
双
方
で
敬
老
会
を
行
う
場

合
は
、
自
治
会
を
優
先
し
ま
す
。

◇
補
助
金
額　

平
成
24
年
４
月
１
日

現
在
で
当
該
地
域
に
在
住
す
る
80
歳

以
上
（
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に

80
歳
に
な
る
方
を
含
む
）
の
人
数
に

千
円
を
乗
じ
た
額

◇
申
請
方
法　

８
月
17
日
（金）
ま
で
に

所
定
用
紙
（　
　

高
齢
福
祉
課
、

各
総
合
支
所
健
康
福
祉
課
に
あ
り
）

を
記
入
の
う
え
、
左
記
へ

◇
補
助
金
振
込
予
定
日　

９
月
12
日

　
（水）

※

申
請
は
８
月
17
日
以
降
で
も
受
け

付
け
ま
す
が
、
振
込
み
は
９
月
12

日
以
降
に
な
り
ま
す
。

◇
申
請
・
問
合
先

　
　

高
齢
福
祉
課　

☎
（21）
２
５
２
２

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（45）
１
７
８
８

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（62）
０
９
０
４

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（29）
１
１
０
３

　
　

健
康
福
祉
課　

☎
（92）
０
３
１
０

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
・

　
　
　
　
　

交
付
の
ご
案
内

平
成
24
年
度
国
民
年
金
保
険
料

免
除
申
請
は
７
月
２
日
か
ら
！

栃
木
市
敬
老
会
事
業
の
補
助
金

大本藤都西
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ー
シ
ョ
ン


